
令和 6 年 12 月 13 日に改正建設業法第 20 条の 2 第 2 項の規定が施行されたこ

とに伴い、落札者決定の通知を受けた者は、その請け負う建設工事について、工

期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるとき

は、発注者に対して通知しなければならないこととされました。 

本市における取扱いを以下のとおり定めましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


